
ら、 と協議を実施した。
　柏市と協議を進めていきます。 ・救助隊及び救急隊の充実強化を図るため、消防審議会を２回実施した
・住宅火災による死傷者ゼロを目指し、住宅用火災警報器の設置と適正な維持管理の促進に努め、各種訓練やイベン 。
  トを通じて防火・防災意識の高揚を図り、予防啓発を行います。
・公表に該当する重大な消防法令違反のある防火対象物を出さないため、人命危険や火災の発生危険が高い建物の立
  入検査を重点的に実施するとともに、消防法令違反に対する徹底した是正指導を行い、市民の安全安心の確保に努

部の運営方針に対する部全体の総合評価
  めます。
・環境の変化に伴う複雑多様化するあらゆる災害に対し、積極的かつ果敢な業務遂行ができるよう専科教育と幹部教 　部の運営方針に沿った各課の事務事業を適切に実施したことで、消防
　育を行い、経験と知識を十二分に活用できる教育研修体制の確立に努めます。また、消防職員の服務規律の確保を 体制が維持され、迅速且つ的確な災害対応が図れ、被害の軽減に繋がっ
　推進するため、職員の倫理教育を徹底し、組織の強化を図ります。 たと評価できる。
・消防団を中核とした地域防災力の充実強化を一層推進していくため、防災活動の担い手であ

様

る消防団員の確保と装

式

　今後も大規模・複雑

第

多様化する近年の災害

１

や新たな感染症に対し

号

て、
　備の充実に努め

部

ます。また、あらゆる

の

災害に対応できるよう

運

消防団員に対して必要

営

な教育と訓練を行いま

方

す。 更なる消防体制の

針

強化・充実を図るため

・

、計画的な人員確保と

課

指導育成
・消防団器具

の

置場については、災害

目

時の活動拠点として重

標

要な役割を担う施設の

設

ため、建築経過年数且

定

つ老朽化が進 を実施す

書

るとともに、施設並び

(

に設備、車両更新や資

令

機材等の整備に取
　む

和

施設から計画的に整備

 

を進めます。 り組む必

2

要がある。
・救急救命

年

体制を強化・充実する

度

ため、メディカルコン

)

トロール体制を基本と

部

した病院前救護の確立

コ

に取り組むとと 　また

ー

、引き続き、消防団や

ド

女性防火クラブ、自主

1

防災組織等の関係団
　

0

もに、救急救命士の育

部

成、資機材等の整備を

　

進めます。また、一般

名

市民に対する救命講習

消

会の開催、自動体外式

防

除 体と連携を密にし、

本

災害における被害の軽

部

減を図るため予防広報

部

・啓発
  細動器（Ａ

長

ＥＤ）の普及と民間事

名

業所への設置を促進し

深

、救命率の向上につな

山

げます。さらに、緊急

　

性のない救急 活動など

和

の取組みが必要である

義

。
  出動については

１

、民間の活用を促すと

．

ともに、適切な救急要

部

請を行うようＰＲに努

の

めます。
・災害時の活

運

動拠点となる消防施設

営

については、「我孫子

方

市公共施設等総合管理

針

計画」に基づき、老朽

(

化した消防施
　設の修

予

繕を計画的に行い、消

算

防力の強化に努めてい

編

きます。東消防署湖北

成

分署及び総合訓練施設

・

の整備について　
　は

実

、「湖北台地区公共施

施

設の整備方針」に基づ

計

き、計画的に整備を進

画

めます。

課コード 01

策

課　名 総務課 課長名 飯

定

塚　義浩

２．課の目標

方

（部の運営方針を受け

針

て課の取組方針を記入

な

） 部の運営方針に対す

ど

る課の目標への取組結

を

果

・職員の知識の向上

踏

と職務能力を高めるた

ま

め、教育研修体制の充

え

実に努めます。また、

て

消防職員の服務規律確

、

保推進 ・消防職員の資

基

質の向上を目的に千葉

本

県消防学校や各種講習

計

等への参加
  のため

画

、職員の倫理教育を徹

の

底し、組織の強化を図

分

ります。 を実施し、専

野

門的な知識や技術の習

別

得を進め、災害対応へ

計

の強化を図っ
・災害時

画

の活動拠点となる老朽

や

化した消防施設につい

重

ては、「我孫子市公共

点

施設等総合管理計画」

ﾌ

に基づき計画的に た。

ﾟ

　修繕を行い消防力の

ﾛ

強化に努めます。東消

ｼ

防署湖北分署の整備に

ﾞ

ついては、「湖北台地

ｪ

区公共施設の整備方針

ｸ

」に ・消防職員の人事

ﾄ

管理については、不祥

、

事防止に向けた行動計

所

画目標を
　基づき、計

管

画的に整備を進めます

に

。 定め、服務規律確保

係

に向け、ハラスメント

る

の防止やコンプライア

部

ンスの
・消防体制の充

の

実・強化を図るため、

運

消防審議会開催に向け

営

た準備を進めます。 遵

方

守を柱に研修や部内啓

針

発を実施し組織体制の

に

維持を図った。
・災害

対

への活動拠点となる庁

す

舎の設備点検や改修整

る

備を行い、即応体制
の

課

維持・強化に努めた。

の

・消防施設等整備事業

目

では、取得用地の管理

標

や設計業務について関

へ

係課
と協議を実施した

の

。
・救助隊及び救急隊

取

の充実強化を図るため

組

、消防審議会を２回実

結

施した
。
・消防業務で

果

功績のあった職員に対

　

し、消防関係表彰事務

　

を実施するこ
とで職員

分

の士気高揚と消防業務

野

の重要性の再認識を図

別

った。

３．課の目標を

基

達成する上での課題と

本

対応（人員の配置、組

計

織のあり方など）

・消

画

防応援・受援体制を確

の

保するため、大規模災

目

害に対応できる体制を

標

確立する必要がある。

を

・消防力の整備指針に

考

基づく人員の適正配置

慮

及び組織の見直しが必

し

要である。
・災害時に

て

活動拠点となる消防庁

、

舎の老朽化が著しいた

部

め、「我孫子市公共施

の

設等総合管理計画」に

目

基づき計画的に
　修繕

標

を進められるよう組織

を

的な対応が必要である

達

。

４．原因分析・改善

成

策

（課長） （部長）
　

す

各事務事業を適切に実

る

施したことにより、消

た

防体制の維持、確保が

め

図られ、各種災害への

の

迅速 　各事務事業を適

方

切に実施したことによ

針

り、消防体制が確保さ

を

れ、各種災害への迅速

記

・的確な対
且つ的確な

入

対応ができた。 応がで

)

きたが、更に消防団、

○

女性防火クラブ、自主

市

防災組織やその他外郭

民

団体と連携し、消防体

の

　また、新たな感染症

生

や大規模災害時に対応

命

できる消防体制を確保

・

するため、消防力の整

身

備指針 制の充実強化を

体

図る必要がある。
に基

・

づく職員の人員確保が

財

必要になるとともに老

産

朽化が進む消防庁舎施

を

設及び消防車両や装備

火

等 　また、災害即応体

災

制の更なる強化を図る

や

ため、消防力の整備指

各

針や個別施設計画（修

種

繕計画）
については、

災

各計画に基づき改修や

害

更新が必要です。 等に

か

基づき人員の確保や消

ら

防庁舎施設及び車両装

守

備の計画的な整備及び

り

管理を進めていく必要

、

が
　 ある。

５．課の目

災

標を達成するために取

害

り組む事務事業

事務事

の

業名（個別事業） 重プ

防

施策 指標 単位 現況値 目

止

標値 実績値 達成率(％

や

) 評価該当 コード

1 外

被

郭団体等事務運営 重無

害

70201 消防関連団

の

体事業への参加率 ％ 1

軽

00 100 100 10

減

0 現状

2 消防出初式の

に

開催・運営 重無 702

努

01 消防職、団員の出

め

席率 ％ 77.4 100

る

0 0 現状

3 消防庁舎・

た

装備の維持管理 重無 7

め

0201 我孫子市消防

、

庁舎施設等の適正管理

次

率 % 100 100 10

の

0 100 現状

4 消防職

取

員の人事異動 重無 70

り

201 異動者数(５年

組

間未異動者数・管理職

み

を除く） 人 5 10 5 5

を

0 現状

5 消防職員の派

進

遣研修 重無 70201

め

消防職員の派遣研修へ

・

の参加率 ％ 100 10

新

0 100 100 現状

6

型

消防表彰事務 重無 70

コ

201 表彰受章者率 ％

ロ

100 100 100 1

ナ

00 現状

7 消防車両等

ウ

の維持管理 重無 702

イ

01 消防車両等の整備

ル

の実施率 ％ 100 10

ス

0 100 100 現状

8

感

職員履歴の管理 重無 7

染

0201 当該年度発生

症

した職員履歴（消防職

が

員管理システム）の修

蔓

正入力 % 100 100

延

100 100 現状

9 職

す

務環境の維持管理 重無

る

70201 職務環境の

中

維持管理事業の実施率

、

％ 100 100 100

千

100 現状

10 貸与品

葉

の整備 重無 70201

県

貸与品要望に対する充

消

足率 ％ 100 100 1

防

00 100 現状

学校や限られた
 ます。 各種講習等への参加を実施し、専門的な知識や技術の習得を進め、災害
・地域の安全安心を確固たるものとするため、消防団、女性防火クラブ、幼年消防クラブ、自主防災組織やその他の 対応への強化を図った。
　外郭団体と連携し、更なる消防防災体制の強化に努めます。また、大地震や風水害などの自然災害を含む各種災害 ・消防職員の人事管理については、不祥事防止に向けた行動計画目標を
　から市民の生命、身体及び財産を守るため、消防施設・装備等を計画的に整備し、消防・救急救助体制の充実・強 定め、服務規律確保に向け、ハラスメントの防止やコンプライアンスの
　化を図るため、消防審議会開催に向けた準備を進めます。 遵守を柱に研修や部内啓発を実施し組織体制の維持を図った。
・柏市との消防指令業務共同運用では、広域的な消防・救急救助体制の強化を図り、市民生活の安全安心を確保促進 ・災害への活動拠点となる庁舎の設備点検や改修整備を行い、即応体制
　するため、緊急通報や各種災害への迅速な対応に努めます。また、令和２年度から千葉県北西部１０市による共同 の維持・強化に努めた。
　指令業務が開始されることから、共同指令センター整備基本計画書（北西部ブロック第２期整備）に基づき、計画 ・消防施設等整備事業では、取得用地の管理や設計業務について関係課
　的に整備を進めます。なお、柏市との消防指令業務共同運用については、協議会の解散を予定していることか



整備事業 重無 70201 整備計画スケジュールに対する進捗率 ％ 100 100 100 100 現状

12 消防審議会 重無 70201 審議会の開催件数 件 2

５

2 2 100 現状

．課の目標を達成するために取り組む事務事業

事務事業名（個別事業） 重施 施策 指標 単位 現況値 目標値 実績値 達成率(％) 評価該当 コード

11 消防施設等



消防指令業務共同運用については、協議会の解散を予定していることから、 りに取組んだ。
　柏市と協議を進めていきます。
・住宅火災による死傷者ゼロを目指し、住宅用火災警報器の設置と適正な維持管理の促進に努め、各種訓練やイベン
  トを通じて防火・防災意識の高揚を図り、予防啓発を行います。
・公表に該当する重大な消防法令違反のある防火対象物を出さないため、人命危険や火災の発生危険が高い建物の立
  入検査を重点的に実施するとともに、消防法令違反に対する徹底した是正指導を行い、市民の安全安心の確保に努

部の運営方針に対する部全体の総合評価
  めます。
・環境の変化に伴う複雑多様化するあらゆる災害に対し、積極的かつ果敢な業務遂行ができるよう専科教育と幹部教 　部の運営方針に沿った各課の事務事業を適切に実施したことで、消防
　育を行い、経験と知識を十二分に活用できる教育研修体制の確立に努めます。また、消防職員の服務規律の確保を 体制が維持され、迅速且つ的確な災害対応が図れ、被害の軽減に繋がっ
　推進するため、職員の倫理教育を徹底し、組織の強化を図ります。 たと評価できる。
・消防団を中核とした地域防災力の充実強化を一層推進していくため、防災活動の担い手である消防

様

団員の確保と装 　今後

式

も大規模・複雑多様化

第

する近年の災害や新た

１

な感染症に対して、
　

号

備の充実に努めます。

部

また、あらゆる災害に

の

対応できるよう消防団

運

員に対して必要な教育

営

と訓練を行います。 更

方

なる消防体制の強化・

針

充実を図るため、計画

・

的な人員確保と指導育

課

成
・消防団器具置場に

の

ついては、災害時の活

目

動拠点として重要な役

標

割を担う施設のため、

設

建築経過年数且つ老朽

定

化が進 を実施するとと

書

もに、施設並びに設備

(

、車両更新や資機材等

令

の整備に取
　む施設か

和

ら計画的に整備を進め

 

ます。 り組む必要があ

2

る。
・救急救命体制を

年

強化・充実するため、

度

メディカルコントロー

)

ル体制を基本とした病

部

院前救護の確立に取り

コ

組むとと 　また、引き

ー

続き、消防団や女性防

ド

火クラブ、自主防災組

1

織等の関係団
　もに、

0

救急救命士の育成、資

部

機材等の整備を進めま

　

す。また、一般市民に

名

対する救命講習会の開

消

催、自動体外式除 体と

防

連携を密にし、災害に

本

おける被害の軽減を図

部

るため予防広報・啓発

部

  細動器（ＡＥＤ）

長

の普及と民間事業所へ

名

の設置を促進し、救命

深

率の向上につなげます

山

。さらに、緊急性のな

　

い救急 活動などの取組

和

みが必要である。
  

義

出動については、民間

１

の活用を促すとともに

．

、適切な救急要請を行

部

うようＰＲに努めます

の

。
・災害時の活動拠点

運

となる消防施設につい

営

ては、「我孫子市公共

方

施設等総合管理計画」

針

に基づき、老朽化した

(

消防施
　設の修繕を計

予

画的に行い、消防力の

算

強化に努めていきます

編

。東消防署湖北分署及

成

び総合訓練施設の整備

・

について　
　は、「湖

実

北台地区公共施設の整

施

備方針」に基づき、計

計

画的に整備を進めます

画

。

課コード 02 課　名

策

予防課 課長名 須藤　浩

定

２．課の目標（部の運

方

営方針を受けて課の取

針

組方針を記入） 部の運

な

営方針に対する課の目

ど

標への取組結果

・住宅

を

用火災警報器の設置促

踏

進と適正な維持管理の

ま

ための指導を積極的に

え

取り組みます。 ・予防

て

業務は消防行政の根幹

、

をなすものであり、火

基

災予防に関する条例
・

本

地域に身近な女性防火

計

クラブ員をリーダーと

画

して育成し、家庭や地

の

域からの防火・防災・

分

減災意識の啓発に努め

野

ま 改正や法令違反をな

別

くすことが重要である

計

。
　す。また、幼年消

画

防クラブ員に幼少期か

や

ら防災に関心を持つよ

重

う努めます。 ・関係者

点

の防火意識を向上させ

ﾌ

、消防法の遵守、防火

ﾟ

対象物の消防用設
・建

ﾛ

築物の複雑・多様化が

ｼ

進む中、高度な知識と

ﾞ

技能を備えた、消防同

ｪ

意審査事務職員の育成

ｸ

を図ります。 備や危険

ﾄ

物施設に対して適切な

、

指導、立入検査による

所

違反是正を強化し
・類

管

似火災を防止するため

に

に火災原因の究明に取

係

り組みます。 、違反を

る

許さない体制づくりに

部

努めた。
・防火対象物

の

及び危険物施設につい

運

て、消防法令に基づき

営

立入検査を行い、防火

方

防災体制の強化を図る

針

とともに、 ・防災協会

に

、幼年消防クラブ、女

対

性防火クラブによる各

す

イベント等での
　重大

る

な消防法令違反のある

課

防火対象物は公表制度

の

に基づいて情報を公表

目

し、市民の安全安心の

標

確保に努めます。 防火

へ

普及活動や各事業所に

の

おける防火管理と安全

取

思想の徹底により防火

組

・防災協会と連携を図

結

り、会員に火災等の災

果

害防止研修を行い、防

　

火思想の普及に努めま

　

す。 意識の向上が図れ

分

た。また、女性防火ク

野

ラブについては、クラ

別

ブ員数が
・あき地の所

基

有者に対して適正管理

本

指導に取り組みます。

計

減少傾向にあることか

画

ら、地域防災のサポー

の

ト役として加入者の促

目

進を
図る必要がある。

標

・あき地については、

を

危険な状態にならない

考

ように所有者等に対し

慮

適正
管理について通知

し

をした。また、未処理

て

地については再通知、

、

訪問指導
等を行い適正

部

な管理を指導した。

３

の

．課の目標を達成する

目

上での課題と対応（人

標

員の配置、組織のあり

を

方など）

・火災発生件

達

数の減少及び被害の軽

成

減を図っていくため、

す

住宅用火災警報器の設

る

置について、市民に対

た

して更なる啓
発に努め

め

、消防法令違反を出さ

の

ないため、防火対象物

方

及び危険物施設の関係

針

者への消防用設備の設

を

置指導や防火管理
の指

記

導を実施する必要性が

入

高まっている。そのた

)

め専門知識を習得する

○

職員の育成が必要であ

市

る。
・あき地の対策は

民

、火災予防の他に環境

の

衛生にも係ることから

生

市長部局との連携協力

命

が必須となる。また、

・

法的措置
　に係る事務

身

履行に伴う職員の教育

体

研修など知識の向上が

・

課題となる。

４．原因

財

分析・改善策

（課長）

産

（部長）
　消防関係で

を

処理すべき予防業務を

火

円滑に遂行するために

災

は、より専門的で高度

や

な知識を必要と 　近年

各

、生活様式の変化等に

種

伴い、災害要因が多様

災

化している。このよう

害

な状況において、災害

か

し、職員の資質、技能

ら

向上に努める必要があ

守

る。 の発生を未然に防

り

止し、その被害を最小

、

限にするために、住宅

災

用火災警報器の設置促

害

進及び維持
　あき地の

の

適正管理指導について

防

は、更に踏み込んだ指

止

導体制に努める。また

や

、環境衛生に係る 管理

被

を推進し、防火対象物

害

及び危険物施設に対し

の

適切な指導、検査を行

軽

い、違反の是正を進め

減

て
ことから市長部局と

に

の連携協力が必須とな

努

る。 いく。
　消防用設

め

備等については、定期

る

的な点検・報告が義務

た

付けられているが、実

め

施が充分でないこ
とか

、

ら、更に指導を強化す

次

る必要がある。

５．課

の

の目標を達成するため

取

に取り組む事務事業

事

り

務事業名（個別事業）

組

重プ 施策 指標 単位 現況

み

値 目標値 実績値 達成率

を

(％) 評価該当 コード

進

1 住宅用火災警報器の

め

普及促進 重無 7020

・

1 住宅用火災警報器設

予

置率＝（（住警器設置

防

世帯数）＋（住警器一

行

% 79 80 73 91.

政

25 現状

2 幼年消防ク

は

ラブ員及び女性防火ク

、

ラブ員の育成 重無 70

火

203 研修・訓練・普

災

及啓発参加率＝実績参

予

加人員/参加想定数 %

防

64 100 0 0 現状

3

と

消防同意事務 重無 70

火

201 適正指導確認率

災

＝消防同意件数/建築

に

物許可等の消防同意受

よ

付件 % 100 100 1

る

00 100 現状

4 火災

死

原因調査 重無 7020

傷

1 火災原因の判明率＝

者

火災原因判明件数/全

を

発生火災件数 % 94 1

含

00 88 88 現状

5 立

む

入検査・消防用設備等

被

の点検指導 重無 702

害

01 現況値（点検報告

の

率）＝点検報告済防火

軽

対象物数/点検を要す

減

る % 58 58 53 91

に

.38 現状

6 防災協会

あ

の指導育成 重無 702

り

01 保安講習受講率=

、

受講者/危険物保安講

 

習該当者 % 100 10

ま

0 167 167 現状

7

す

あき地の適正管理指導

。

事務 重無 70201 現

消

況値（雑草地の処理率

防

）＝該当地雑草除去件

法

数/該当地件数 % 93

に

93 89 95.7 現状

基

8

9

10

づいた消防用設備等の設置指導や危険物施設に対し関係法令
・地域の安全安心を確固たるものとするため、消防団、女性防火クラブ、幼年消防クラブ、自主防災組織やその他の を遵守させ、特に違反対象物に対しては是正指導を強化した。
　外郭団体と連携し、更なる消防防災体制の強化に努めます。また、大地震や風水害などの自然災害を含む各種災害 　また、住宅用火災警報器の未設置世帯に対して、早期に設置すること
　から市民の生命、身体及び財産を守るため、消防施設・装備等を計画的に整備し、消防・救急救助体制の充実・強 を強く働きかけ、設置から一定期間以上経過した住宅用火災警報器には
　化を図るため、消防審議会開催に向けた準備を進めます。 、適正に作動するよう維持管理の推進に努めた。
・柏市との消防指令業務共同運用では、広域的な消防・救急救助体制の強化を図り、市民生活の安全安心を確保促進 ・防災協会、幼年消防クラブ、女性防火クラブを通じて、地域における
　するため、緊急通報や各種災害への迅速な対応に努めます。また、令和２年度から千葉県北西部１０市による共同 防火、防災思想の普及活動から生まれる市民とのふれあいを大切に育て
　指令業務が開始されることから、共同指令センター整備基本計画書（北西部ブロック第２期整備）に基づき、計画 、安全安心な地域社会をつくり、災害時に協力して活動できる体制づく
　的に整備を進めます。なお、柏市との



同運用については、協議会の解散を予定していることから、 材についても整備を実施した。
　柏市と協議を進めていきます。 ・２４時間営業コンビニエンスストアへＡＥＤを設置した。また、市内
・住宅火災による死傷者ゼロを目指し、住宅用火災警報器の設置と適正な維持管理の促進に努め、各種訓練やイベン ＡＥＤ設置施設登録事業の拡充を進めた。
  トを通じて防火・防災意識の高揚を図り、予防啓発を行います。
・公表に該当する重大な消防法令違反のある防火対象物を出さないため、人命危険や火災の発生危険が高い建物の立
  入検査を重点的に実施するとともに、消防法令違反に対する徹底した是正指導を行い、市民の安全安心の確保に努

部の運営方針に対する部全体の総合評価
  めます。
・環境の変化に伴う複雑多様化するあらゆる災害に対し、積極的かつ果敢な業務遂行ができるよう専科教育と幹部教 　部の運営方針に沿った各課の事務事業を適切に実施したことで、消防
　育を行い、経験と知識を十二分に活用できる教育研修体制の確立に努めます。また、消防職員の服務規律の確保を 体制が維持され、迅速且つ的確な災害対応が図れ、被害の軽減に繋がっ
　推進するため、職員の倫理教育を徹底し、組織の強化を図ります。 たと

様

評価できる。
・消防団

式

を中核とした地域防災

第

力の充実強化を一層推

１

進していくため、防災

号

活動の担い手である消

部

防団員の確保と装 　今

の

後も大規模・複雑多様

運

化する近年の災害や新

営

たな感染症に対して、

方

　備の充実に努めます

針

。また、あらゆる災害

・

に対応できるよう消防

課

団員に対して必要な教

の

育と訓練を行います。

目

更なる消防体制の強化

標

・充実を図るため、計

設

画的な人員確保と指導

定

育成
・消防団器具置場

書

については、災害時の

(

活動拠点として重要な

令

役割を担う施設のため

和

、建築経過年数且つ老

 

朽化が進 を実施すると

2

ともに、施設並びに設

年

備、車両更新や資機材

度

等の整備に取
　む施設

)

から計画的に整備を進

部

めます。 り組む必要が

コ

ある。
・救急救命体制

ー

を強化・充実するため

ド

、メディカルコントロ

1

ール体制を基本とした

0

病院前救護の確立に取

部

り組むとと 　また、引

　

き続き、消防団や女性

名

防火クラブ、自主防災

消

組織等の関係団
　もに

防

、救急救命士の育成、

本

資機材等の整備を進め

部

ます。また、一般市民

部

に対する救命講習会の

長

開催、自動体外式除 体

名

と連携を密にし、災害

深

における被害の軽減を

山

図るため予防広報・啓

　

発
  細動器（ＡＥＤ

和

）の普及と民間事業所

義

への設置を促進し、救

１

命率の向上につなげま

．

す。さらに、緊急性の

部

ない救急 活動などの取

の

組みが必要である。
 

運

 出動については、民

営

間の活用を促すととも

方

に、適切な救急要請を

針

行うようＰＲに努めま

(

す。
・災害時の活動拠

予

点となる消防施設につ

算

いては、「我孫子市公

編

共施設等総合管理計画

成

」に基づき、老朽化し

・

た消防施
　設の修繕を

実

計画的に行い、消防力

施

の強化に努めていきま

計

す。東消防署湖北分署

画

及び総合訓練施設の整

策

備について　
　は、「

定

湖北台地区公共施設の

方

整備方針」に基づき、

針

計画的に整備を進めま

な

す。

課コード 03 課　

ど

名 警防課 課長名 逆井　

を

和男

２．課の目標（部

踏

の運営方針を受けて課

ま

の取組方針を記入） 部

え

の運営方針に対する課

て

の目標への取組結果

・

、

担当職員の能力を活か

基

しつつ、事務分掌を見

本

直すなど総合的管理体

計

制の充実を目指します

画

。 ・減少傾向が続く消

の

防団員の入団促進を目

分

的として、消防団本部

野

付け団
・災害発生時、

別

迅速な応援・受援活動

計

が図れる体制の構築を

画

目指します。 員制度を

や

令和２年４月から導入

重

し、関連する規則改正

点

等を実施、また、
・消

ﾌ

防団施設・装備の維持

ﾟ

補修を計画的に実施し

ﾛ

、安全確実な防災拠点

ｼ

の構築を目指します。

ﾞ

消防体制を検討するた

ｪ

め我孫子市消防団調査

ｸ

検討委員会を設置した

ﾄ

。
・医療機関との連携

、

を図りつつ、消防業務

所

のアピールを推進する

管

とともに、救急高度化

に

を推進する業務運営を

係

目指 ・共同指令センタ

る

ー整備基本計画書（北

部

西部ブロック第２期整

の

備）に基
　します。 づ

運

き、令和３年２月から

営

１０市共同指令センタ

方

ーの運用を開始した。

針

ま
・消防団本部役員と

に

調整を図り、消防団員

対

の入団促進・知識の習

す

得・技術の向上は基よ

る

り一層の連携強化を図

課

ること た、柏市との消

の

防指令業務共同運用に

目

ついては、令和４年度

標

の協議会解
　を目指し

へ

ます。　 散に向け、柏

の

市と協議を進めた。
・

取

地域に密着した消防団

組

の活用を積極的に図る

結

とともに、老朽化の著

果

しい器具置場について

　

、組織再編も視野に入

　

れ ・医療機関との連携

分

及び救急高度化の推進

野

を図るため、東葛飾北

別

部地域
　ながら、改築

基

及び市所有施設の再利

本

用などを検討し、順次

計

進めていきます。 救急

画

業務メディカルコント

の

ロール協議会を中心と

目

した研修や医師等によ

標

　また、消防団員の育

を

成強化に努めると共に

考

、地域防災の担い手で

慮

ある消防団員数の増加

し

に向けて取り組んでい

て

きま る救急活動の事後

、

検証に救急隊員を参加

部

させることで、救急隊

の

員のレベ
　す。 ルアッ

目

プを図れた。
・病院外

標

心停止の救命を促進す

を

ることを目的とし、自

達

動体外式除細動器（A

成

ED）を公衆の出入り

す

が多い施設に設置促 ・

る

市民の救命に対する意

た

識の向上を図るため、

め

公共施設に続き民間事

の

業
　進を図るとともに

方

、市民の救命意識の向

針

上を図るため、救命講

を

習を開催するなど救急

記

救命への啓発活動を積

入

極的に 所へのＡＥＤ設

)

置を推進した。また、

○

救命講習会の年間計画

市

を作成した
　行います

民

。また、重症患者の救

の

急要請に確実に対応で

生

きる体制確保のため、

命

救急車の適正利用啓発

・

を行います。 が、新型

身

コロナウイルス感染症

体

の影響を受け、計画ど

・

おりの開催が困難
・救

財

命効果の向上を図るた

産

め、救急救命士の養成

を

、救急救命士の処置拡

火

大をはじめとする救急

災

業務実施体制の強化に

や

であった。
　努めます

各

。 ・救命率向上のため

種

、救急救命士の育成、

災

処置拡大をはじめとす

害

る救急
・各種研修等は

か

、市民の安全を担う消

ら

防職員に求めらている

守

知識、技術、経験、資

り

格等が広範に亘ること

、

から、多く 業務実施体

災

制の強化を図れた。
　

害

の研修に積極的に参加

の

し、各種災害に的確に

防

対応できる隊員の育成

止

を目指します。また、

や

指導的立場の隊員を育

被

　 ・新型コロナウイル

害

ス感染症対策を強化す

の

るため、搬送用アイソ

軽

レータ
　成し経験豊富

減

な隊員が指導を行うこ

に

とで、救急救助業務の

努

質の向上と教育訓練体

め

制の充実強化を目指し

る

ます。　　 ー装置やオ

た

ゾン発生装置等の感染

め

防止対応資機材の整備

、

を図った。
・大規模災

次

害に対応できる体制の

の

ために、デジタル化さ

取

れた消防・救急無線の

り

維持管理を徹底し、県

組

下消防本部との
  消

み

防応援・受援体制を確

を

保します。
・柏市との

進

消防通信指令業務共同

め

運用の充実強化を図り

・

、緊急通報や各種災害

消

への迅速な対応に努め

防

ます。また、共
　同指

団

令センター整備基本計

と

画書（北西部ブロック

の

第２期整備）に基づき

連

、２０２０年度の運用

携

開始に向け計画的に
　

強

整備を進めます。なお

化

、柏市との消防指令業

を

務共同運用については

目

、協議会の解散を予定

的

していることから、柏

に

市
と協議を進めていき

訓

ます。

３．課の目標を

練

達成する上での課題と

計

対応（人員の配置、組

画

織のあり方など）

・災

を

害発生時迅速に応援、

作

受援活動体制を構築す

成

るうえで更なる資機材

し

の装備を充実する必要

た

があります。
・地域防

が

災の要である消防団の

、

施設、及び装備の充実

本

を図り団員定数確保が

年

必要である。
・救急業

度

務を実施するうえで、

は

東葛飾北部地域救急業

新

務メディカルコントロ

型

ール協議会に係る医療

コ

機関との継続的な
　契

 

約、連携体制の強化が

ま

必要とされます。
・今

す

後の高齢化に伴う救急

。

件数の伸び率を分析し

ロ

、市民の救急要請に確

ナ

実に対応できる体制づ

ウ

くりが必要である。

４

イ

．原因分析・改善策

（

ル

課長） （部長）
・災害

ス

に対して迅速な対応を

感

可能にするため、資機

染

材の整備を推進し消防

症

力の強化に努める必要

の

・各種災害対応に備え

影

、車両及び資機材を計

響

画的に整備し、維持管

を

理を的確に実施するこ

受

とによ
があります。ま

け

た、新型感染症に対応

、

できるよう、感染症対

実

策資機材の整備につい

施

ても強化を図 り消防体

す

制の万全を図りたい。

る

る必要があります。 ・

こ

消防団については、常

と

備消防との連携強化、

が

団員の入団促進、教育

困

訓練機関への派遣、装

難

備の
・地域防災の要で

で

ある消防団の施設及び

あ

装備の充実を計画的に

っ

進めるとともに、普及

た

啓発活動を 充実は必要

。

不可欠であり、継続的

・

に推進していく。
継続

地

的に実施し、消防団員

域

の確保が必要となりま

の

す。また、設置した消

安

防団調査検討委員会の

全

中
で活力ある消防団の

安

体制を将来的に確保で

心

きるよう調査検討する

を

必要がある。

５．課の

確

目標を達成するために

固

取り組む事務事業

事務

た

事業名（個別事業） 重

る

プ 施策 指標 単位 現況値

も

目標値 実績値 達成率(

の

％) 評価該当 コード

1

と

消防水利の整備、維持

す

管理 重無 70201 消

る

防水利の充足率 % 72

た

73 72 98.63 現

め

状

2 消防団装備品等の

、

整備及び維持管理 重無

消

70203 貸与品の貸

防

与率（貸与規則貸与物

団

品の充足率） % 86 8

、

5 85 100 現状

3 消

女

防団施設維持管理 重無

性

70203 適正管理率

防

（修繕等実施件数/修

火

繕等必要件数） % 85

ク

87 85 97.7 現状

ラ

4 消防装備の維持管理

ブ

事務 重無 70201 適

、

正管理率（修繕等実施

幼

件数/修繕等必要件数

年

） % 100 100 11

消

0 110 現状

5 緊急消

防

防援助隊対応事業 重無

ク

70201 緊急消防援

ラ

助隊応援受援マニュア

ブ

ル/現在の保有状況 %

、

91 92 91 98.9

自

1 現状

6 開発行為の指

主

導・協議 重無 7020

防

1 適正に設置された消

災

防施設の整備率 % 10

組

0 100 88 88 現状

織

7 消防団人事・報酬・

や

表彰事務 重無 7020

そ

3 適正管理率（処理実

の

施件数/処理必要件数

他

） % 100 100 89

の

89 現状

8 メディカル

・

コントロール体制の充

地

実 重３ 70202 救急

域

活動に対する契約医療

に

機関収容率（契約病院

密

収容件数／全救 % 73

着

100 73 73 現状

9

し

救命講習会及び応急手

た

当普及員の養成 重３ 7

消

0202 年間救急講習

防

等受講者人数（一般・

団

普通・上級・普及員講

活

習会・ 人 442 8,0

動

00 442 5.53 現

を

状

10 救急・救助活動

充

車両・資機材の整備・

実

管理 重３ 70202 救

さ

急車両及び資機材の点

せ

検実施管理（修繕、修

、

理回数/修繕等必 % 1

広

00 100 100 10

く

0 現状

消防団活動を広報するこ
　外郭団体と連携し、更なる消防防災体制の強化に努めます。また、大地震や風水害などの自然災害を含む各種災害 とで、団員減少への対策となる消防団普及啓発活動を実施した。
　から市民の生命、身体及び財産を守るため、消防施設・装備等を計画的に整備し、消防・救急救助体制の充実・強 ・救命率向上のため、救急救命士の育成、市民向け救命講習会の開催を
　化を図るため、消防審議会開催に向けた準備を進めます。 計画したが、本年度は新型コロナウイルス感染症の影響を受け、計画ど
・柏市との消防指令業務共同運用では、広域的な消防・救急救助体制の強化を図り、市民生活の安全安心を確保促進 おり実施することが困難であった。
　するため、緊急通報や各種災害への迅速な対応に努めます。また、令和２年度から千葉県北西部１０市による共同 ・救急救助資機材等の更新整備計画に基づき、高規格救急自動車の更新
　指令業務が開始されることから、共同指令センター整備基本計画書（北西部ブロック第２期整備）に基づき、計画 整備を実施した。また、新型感染症に対応できるよう、感染症対策資機
　的に整備を進めます。なお、柏市との消防指令業務共



隊

の進捗率 ％ 100 10

員

0 100 100 現状

の安

25 柏市・我孫子

全

市消防通信指令業務の

衛

共同運用 重無 7020

生

1 正確な災害情報の収

管

集 ％ 100 100 10

理

0 100 現状

重

2

３

6 消防・救急無線（デ

7

ジタル化）広域化及び

0

共同化整備事業 重無 7

2

0201 消防救急デジ

0

タル無線の保守整備 ％

2

100 100 100 1

救

00 現状

急救助活動に対する公務感染災害率（救急救助活動公務感染災 % 100 100 100 100 現状

12 救急・救助

５

隊員の研修 重３ 702

．

02 受講者の理解度（

課

研修内容を理解した受

の

講者数／受講者） % 1

目

00 100 100 10

標

0 現状

を

13 救急

達

救命士の研修 重３ 70

成

202 研修を必要とす

す

る救急救命士の人数（

る

研修等実施救命士人数

た

／実 % 73 100 73

め

73 現状

に

14 消

取

防団の水防活動 重３ 7

り

0104 水防出場中の

組

業務遂行達成数（出動

む

回数／業務達成数） %

事

100 100 0 0 現状

務事

15 消防団員の

業

訓練 重無 70203 訓

事

練参加率（参加団員数

務

/想定参加団員数） %

事

90 95 90 94.7

業

4 現状

名

16 消防

（

団車両等の維持管理事

個

務 重無 70203 車両

別

整備率（２１台）（実

事

施件数/必要件数） %

業

100 100 100 1

）

00 現状

重

17 救

施

急隊員への新型インフ

施

ルエンザ感染防止対策

策

重３ 70202 新型イ

指

ンフルエンザ感染防止

標

装備キット救急隊員配

単

布数（6,552 セッ

位

49 164 49 29.

現

88 現状

況

18 消

値

防団の広域的な連携 重

目

無 70203 　協会及

標

び支部関連行事への出

値

席率 % 100 100 1

実

00 100 現状

績値

19 消防団員の入団促

達

進 重無 70203 　団

成

員充足率 % 88 90 8

率

8 97.78 現状

(％

20 消防隊員の資格

)

取得 重無 70201 　

評

資格取得率（取得者/

価

必要者） % 73 75 7

該

3 97.33 現状

当 コ

21 患者等搬送事業

ー

者の指導・認定 重３ 7

ド

0202 患者等搬送事業者認定者数 者 1 2 0 0 現状

22 消防団の装備の充実 重無 70203 配備率 ％ 80 100 100 100 現状

23 ＡＥＤ設置促進 重３ 70202 ＡＥＤ設置事業所（公共施設含む）数 施設 210 220 242 11

1

0 現状

1

24 千葉

救

北西部１０市消防通信

急

指令業務の共同運用 重

・

無 70201 １０市の

救

共同指令センター整備

助

計画に基づく当該年度



ついては、協議会の解散を予定していることから、 一般市民への救急救命講習の実施や救急車の適正利用等の広報に努めた
　柏市と協議を進めていきます。 。
・住宅火災による死傷者ゼロを目指し、住宅用火災警報器の設置と適正な維持管理の促進に努め、各種訓練やイベン ・地域防災力の中核となる消防団員に対して研修等を開催し、消防団と
  トを通じて防火・防災意識の高揚を図り、予防啓発を行います。 の連携強化を図るも、新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、行事が再
・公表に該当する重大な消防法令違反のある防火対象物を出さないため、人命危険や火災の発生危険が高い建物の立 三中止となった。
  入検査を重点的に実施するとともに、消防法令違反に対する徹底した是正指導を行い、市民の安全安心の確保に努

部の運営方針に対する部全体の総合評価
  めます。
・環境の変化に伴う複雑多様化するあらゆる災害に対し、積極的かつ果敢な業務遂行ができるよう専科教育と幹部教 　部の運営方針に沿った各課の事務事業を適切に実施したことで、消防
　育を行い、経験と知識を十二分に活用できる教育研修体制の確立に努めます。また、消防職員の服務規律の確保を 体制が維持され、迅速且つ的確な災害対応が図れ、被害の軽減に

様

繋がっ
　推進するため

式

、職員の倫理教育を徹

第

底し、組織の強化を図

１

ります。 たと評価でき

号

る。
・消防団を中核と

部

した地域防災力の充実

の

強化を一層推進してい

運

くため、防災活動の担

営

い手である消防団員の

方

確保と装 　今後も大規

針

模・複雑多様化する近

・

年の災害や新たな感染

課

症に対して、
　備の充

の

実に努めます。また、

目

あらゆる災害に対応で

標

きるよう消防団員に対

設

して必要な教育と訓練

定

を行います。 更なる消

書

防体制の強化・充実を

(

図るため、計画的な人

令

員確保と指導育成
・消

和

防団器具置場について

 

は、災害時の活動拠点

2

として重要な役割を担

年

う施設のため、建築経

度

過年数且つ老朽化が進

)

を実施するとともに、

部

施設並びに設備、車両

コ

更新や資機材等の整備

ー

に取
　む施設から計画

ド

的に整備を進めます。

1

り組む必要がある。
・

0

救急救命体制を強化・

部

充実するため、メディ

　

カルコントロール体制

名

を基本とした病院前救

消

護の確立に取り組むと

防

と 　また、引き続き、

本

消防団や女性防火クラ

部

ブ、自主防災組織等の

部

関係団
　もに、救急救

長

命士の育成、資機材等

名

の整備を進めます。ま

深

た、一般市民に対する

山

救命講習会の開催、自

　

動体外式除 体と連携を

和

密にし、災害における

義

被害の軽減を図るため

１

予防広報・啓発
  細

．

動器（ＡＥＤ）の普及

部

と民間事業所への設置

の

を促進し、救命率の向

運

上につなげます。さら

営

に、緊急性のない救急

方

活動などの取組みが必

針

要である。
  出動に

(

ついては、民間の活用

予

を促すとともに、適切

算

な救急要請を行うよう

編

ＰＲに努めます。
・災

成

害時の活動拠点となる

・

消防施設については、

実

「我孫子市公共施設等

施

総合管理計画」に基づ

計

き、老朽化した消防施

画

　設の修繕を計画的に

策

行い、消防力の強化に

定

努めていきます。東消

方

防署湖北分署及び総合

針

訓練施設の整備につい

な

て　
　は、「湖北台地

ど

区公共施設の整備方針

を

」に基づき、計画的に

踏

整備を進めます。

課コ

ま

ード 04 課　名 西消防

え

署 課長名 河村　良治

２

て

．課の目標（部の運営

、

方針を受けて課の取組

基

方針を記入） 部の運営

本

方針に対する課の目標

計

への取組結果

○部の運

画

営方針を受け、市民の

の

生命、身体及び財産を

分

火災から保護するとと

野

もに、各種災害を防除

別

し、これらの災害 ・複

計

雑多様化する各種災害

画

に対応するために、消

や

防学校等の研修を活用

重

による被害を軽減する

点

ため、署において次の

ﾌ

取り組みを推進します

ﾟ

。 し、専門的な知識、

ﾛ

技術の習得に努め、研

ｼ

修を修了した職員が中

ﾞ

心とな
・消防の任務遂

ｪ

行のため、署員に対し

ｸ

高層化及び大規模化す

ﾄ

る共同住宅火災や複雑

、

多様化する災害に対す

所

る消防活動 り、新型コ

管

ロナウイルス感染症の

に

拡大防止を考慮した研

係

修を開催し、職
に必要

る

な知識及び技術を、消

部

防学校等を積極的に活

の

用した計画的な教育及

運

び署の年間計画に基づ

営

く各種訓練において 員

方

全体の強化に努めた。

針

習得させ、各部隊にお

に

ける消防力を向上し部

対

隊間の連携を強化する

す

とともに、消防活動に

る

欠かすことのできない

課

消防 ・新型コロナウイ

の

ルス感染症の流行に伴

目

い、消防団行事の多く

標

が中止と
用施設及び装

へ

備の強化・充実を図り

の

ます。 なり、消防団員

取

に対する教育訓練の場

組

が減少した。また市民

結

による自衛
・地域防災

果

力の強化・充実のため

　

、地域防災活動の中核

　

となる消防団員の消防

分

活動に対する教育訓練

野

を積極的に支援 消防訓

別

練及び自主防災訓練が

基

自粛され、訓練実施は

本

大幅に減少してしま
す

計

るとともに、各種訓練

画

を通じ消防団と消防署

の

の連携を強化します。

目

また、自衛消防訓練及

標

び自主防災訓練等の訓

を

練 ったが、文書による

考

指導を通じ、市民に防

慮

火防災意識の高揚を図

し

ること
指導を通じ市民

て

の防火防災意識の高揚

、

を図るとともに自助・

部

共助の強化に努めます

の

。 に努めた。
・首都直

目

下型地震等の大規模災

標

害に対応するため、近

を

隣市の災害発生及び消

達

防部隊活動状況を常時

成

把握する消防指令 ・市

す

民の安全安心な生活の

る

ために、我孫子市火災

た

予防査察規定に基づき

め

業務共同運用を効果的

の

に活用するとともに、

方

我孫子市消防本部受援

針

計画に基づき、千葉県

を

消防広域応援部隊及び

記

緊急 立入検査を実施し

入

、違反是正については

)

、理解を得られるよう

○

に各防火
消防援助隊等

市

の受け入れ体制の強化

民

を図ります。 対象物に

の

合わせた交渉をするよ

生

うに努めた。
・市民の

命

救命率向上のため、指

・

導救命士を中心とした

身

救急救命士及び救急隊

体

員の教育訓練体制を確

・

保し、救急用装備 ・我

財

孫子市消防職員不祥事

産

防止計画に基づく教育

を

を実施するとともに、

火

及び資機材の強化・充

災

実を図るとともに医療

や

機関との連携を強化し

各

ます。また、市民を対

種

象とした各種救命講習

災

会を 服務規律の保持と

害

法令遵守に努めた。
積

か

極的に開催し一次救命

ら

処置を行えるバイスタ

守

ンダーの育成に努めま

り

す。
・市民の安全安心

、

を確保するため、不特

災

定多数の者が出入りす

害

る防火対象物等の立入

の

検査を重点的に実施す

防

るととも
に、重大違反

止

対象物に対し徹底した

や

是正指導に努めます。

被

・組織の強化のため、

害

職員へ各種専門分野に

の

ついての教育を実施す

軽

るとともに、消防吏員

減

としての規律の保持と

に

法令
遵守を強化するた

努

めの倫理教育を実施し

め

、職場環境の質の向上

る

に努めます。

３．課の

た

目標を達成する上での

め

課題と対応（人員の配

、

置、組織のあり方など

次

）

・消防学校等の外部

の

機関での研修を活用し

取

た教育には、派遣人数

り

や予算等に制限が生じ

組

ることから、各職員の

み

知識と
経験を活かした

を

研修等を常態化し、署

進

内での教育体制を構築

め

する必要がある。
・防

・

火対象物等に対する立

市

入検査は、実施可能件

民

数に限界があり、重大

の

な消防法令違反を出さ

生

ないためには、更なる

命

追跡指導等が必要とな

、

ることから、担当職員

身

の育成及び増員と共に

体

効率的な実施方法を構

、

築する必要がある。

４

財

．原因分析・改善策

（

産

課長） （部長）
・専門

を

知識や技術を高めるた

守

めに職員研修を計画的

る

に実施しているところ

た

であるが、組織の強化

め

・消防学校等の研修を

、

活用して専門知識を習

各

得し、研修修了者を中

種

心とした職場内での研

災

修を実
のためには人員

害

の適正配置等も計画的

対

に実施する必要がある

応

。また、継続的に消防

訓

施設や装備の 施するこ

練

とで、職員全体の強化

の

を図っているところで

ほ

あるが、今後は参加す

か

る研修を取捨選択し
充

、

実を図ることも重要で

消

ある。 参加人員等を精

防

査することで、より効

 

果的な研修体制を目指

ま

します。
・立入検査を

す

はじめとした予防関係

。

業務については、新型

業

コロナウイルス感染症

務

の拡大状況を踏 ・立入

に

検査に係る業務の強化

係

については、新型コロ

る

ナウイルス感染症の拡

研

大状況を踏まえ、予防

修

まえ、計画的に事業に

へ

取り組む必要がある。

の

業務全体の業務割合を

参

再度検討していく必要

加

がある。

５．課の目標

や

を達成するために取り

研

組む事務事業

事務事業

修

名（個別事業） 重プ 施

の

策 指標 単位 現況値 目標

開

値 実績値 達成率(％)

催

評価該当 コード

1 団行

を

事 重無 70203 団行

促

事の開催回数 回 7 7 0

し

0 現状

2 火災予防業務

、

重無 70201 自衛消

消

防訓練実施件数（消火

防

・避難・通報） 件 76

職

8 800 445 55.

員

63 現状

3 救急、救助

の

業務 重３ 70202 入

資

電から現場到着時間８

質

．５分以内の割合 ％ 6

向

1.7 100 52.2

上

52.2 現状

4 通信業

に

務 重無 70201 災害

努

件数に対する、通信員

・

の円滑な情報提供件数

地

％ 100 100 100

域

100 現状

5 消防水利

の

の維持管理 重無 702

安

01 点検により判明し

全

た消防水利の使用可能

安

率＝使用可能消防水利

心

／ ％ 100 100 10

を

0 100 現状

6 消防機

確

械器具の維持管理 重無

固

70201 適正管理率

た

（修繕等実施件数/修

る

繕等必要件数） ％ 10

も

0 100 100 100

の

現状

7 災害出動 重無 7

と

0201 ８．５分以内

す

での現場到着率（災害

る

現場まで８．５分以内

た

で到着 ％ 85.7 10

め

0 62.8 62.8 現

、

状

8 空き地の適正管理

消

指導 重無 70201 空

防

き地の雑草処理率（該

団

当地の雑草処理件数／

、

該当地件数） ％ 93 1

女

00 89.2 89.2

性

現状

9 消防立入検査業

防

務 重無 70201 立入

火

検査の実施率（立入検

ク

査実施件数／年間定期

ラ

査察計画数） ％ 94.

ブ

6 100 50 50 現状

、

10

幼年消防クラブ、自主防災組織やその他の め、組織の強化を図るも、新型コロナウィルス感染症拡大に伴い、訓練
　外郭団体と連携し、更なる消防防災体制の強化に努めます。また、大地震や風水害などの自然災害を含む各種災害 や研修が減少傾向となった。
　から市民の生命、身体及び財産を守るため、消防施設・装備等を計画的に整備し、消防・救急救助体制の充実・強 ・市民が安全安心な生活を送るため、防火対象物の立入検査を計画する
　化を図るため、消防審議会開催に向けた準備を進めます。 も、新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、検査を見合わせることとな
・柏市との消防指令業務共同運用では、広域的な消防・救急救助体制の強化を図り、市民生活の安全安心を確保促進 ったため、立入検査件数が減少した。また、住宅用火災警報器の設置促
　するため、緊急通報や各種災害への迅速な対応に努めます。また、令和２年度から千葉県北西部１０市による共同 進や自衛消防訓練等の予防啓発活動についても減少した。
　指令業務が開始されることから、共同指令センター整備基本計画書（北西部ブロック第２期整備）に基づき、計画 ・救命率の向上のため、救急救命士及び救急隊員を育成するとともに、
　的に整備を進めます。なお、柏市との消防指令業務共同運用に



、協議会の解散を予定していることから、 一般市民への救急救命講習の実施や救急車の適正利用等の広報に努めた
　柏市と協議を進めていきます。 。
・住宅火災による死傷者ゼロを目指し、住宅用火災警報器の設置と適正な維持管理の促進に努め、各種訓練やイベン ・地域防災力の中核となる消防団員に対して研修等を開催し、消防団と
  トを通じて防火・防災意識の高揚を図り、予防啓発を行います。 の連携の強化を図るも、新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、行事が
・公表に該当する重大な消防法令違反のある防火対象物を出さないため、人命危険や火災の発生危険が高い建物の立 再三中止となった。
  入検査を重点的に実施するとともに、消防法令違反に対する徹底した是正指導を行い、市民の安全安心の確保に努

部の運営方針に対する部全体の総合評価
  めます。
・環境の変化に伴う複雑多様化するあらゆる災害に対し、積極的かつ果敢な業務遂行ができるよう専科教育と幹部教 　部の運営方針に沿った各課の事務事業を適切に実施したことで、消防
　育を行い、経験と知識を十二分に活用できる教育研修体制の確立に努めます。また、消防職員の服務規律の確保を 体制が維持され、迅速且つ的確な災害対応が図れ、被害の軽減に繋がっ

様

　推進するため、職員

式

の倫理教育を徹底し、

第

組織の強化を図ります

１

。 たと評価できる。
・

号

消防団を中核とした地

部

域防災力の充実強化を

の

一層推進していくため

運

、防災活動の担い手で

営

ある消防団員の確保と

方

装 　今後も大規模・複

針

雑多様化する近年の災

・

害や新たな感染症に対

課

して、
　備の充実に努

の

めます。また、あらゆ

目

る災害に対応できるよ

標

う消防団員に対して必

設

要な教育と訓練を行い

定

ます。 更なる消防体制

書

の強化・充実を図るた

(

め、計画的な人員確保

令

と指導育成
・消防団器

和

具置場については、災

 

害時の活動拠点として

2

重要な役割を担う施設

年

のため、建築経過年数

度

且つ老朽化が進 を実施

)

するとともに、施設並

部

びに設備、車両更新や

コ

資機材等の整備に取
　

ー

む施設から計画的に整

ド

備を進めます。 り組む

1

必要がある。
・救急救

0

命体制を強化・充実す

部

るため、メディカルコ

　

ントロール体制を基本

名

とした病院前救護の確

消

立に取り組むとと 　ま

防

た、引き続き、消防団

本

や女性防火クラブ、自

部

主防災組織等の関係団

部

　もに、救急救命士の

長

育成、資機材等の整備

名

を進めます。また、一

深

般市民に対する救命講

山

習会の開催、自動体外

　

式除 体と連携を密にし

和

、災害における被害の

義

軽減を図るため予防広

１

報・啓発
  細動器（

．

ＡＥＤ）の普及と民間

部

事業所への設置を促進

の

し、救命率の向上につ

運

なげます。さらに、緊

営

急性のない救急 活動な

方

どの取組みが必要であ

針

る。
  出動について

(

は、民間の活用を促す

予

とともに、適切な救急

算

要請を行うようＰＲに

編

努めます。
・災害時の

成

活動拠点となる消防施

・

設については、「我孫

実

子市公共施設等総合管

施

理計画」に基づき、老

計

朽化した消防施
　設の

画

修繕を計画的に行い、

策

消防力の強化に努めて

定

いきます。東消防署湖

方

北分署及び総合訓練施

針

設の整備について　
　

な

は、「湖北台地区公共

ど

施設の整備方針」に基

を

づき、計画的に整備を

踏

進めます。

課コード 0

ま

5 課　名 東消防署 課長

え

名 染谷　正浩

２．課の

て

目標（部の運営方針を

、

受けて課の取組方針を

基

記入） 部の運営方針に

本

対する課の目標への取

計

組結果

○部の運営方針

画

を受け、市民の生命、

の

身体及び財産を火災か

分

ら保護するとともに、

野

各種災害を防除し、こ

別

れらの災害 ・複雑多様

計

化する各種災害に対応

画

するために、消防学校

や

等の研修を活用
による

重

被害を軽減するため、

点

署において次の取り組

ﾌ

みを推進します。 し、

ﾟ

専門的な知識、技術の

ﾛ

習得に努め、研修を修

ｼ

了した職員が中心とな

ﾞ

・消防の任務遂行のた

ｪ

め、署員に対し高層化

ｸ

及び大規模化する共同

ﾄ

住宅火災や複雑多様化

、

する災害に対する消防

所

活動 り、新型コロナウ

管

ィルス感染症の拡大防

に

止を考慮した研修を開

係

催し、職
に必要な知識

る

及び技術を、消防学校

部

等を積極的に活用した

の

計画的な教育及び署の

運

年間計画に基づく各種

営

訓練において 員全体の

方

強化に努めた。
習得さ

針

せ、各部隊における消

に

防力を向上し部隊間の

対

連携を強化するととも

す

に、消防活動に欠かす

る

ことのできない消防 ・

課

新型コロナウィルス感

の

染症の流行に伴い、消

目

防団行事の多くが中止

標

と
用施設及び装備の強

へ

化・充実を図ります。

の

なり、地域防災活動の

取

中核となる消防団員に

組

対する教育訓練の場が

結

減少
・地域防災力の強

果

化・充実のため、地域

　

防災活動の中核となる

　

消防団員の消防活動に

分

対する教育訓練を積極

野

的に支援 してしまった

別

。
するとともに、各種

基

訓練を通じ消防団と消

本

防署の連携を強化しま

計

す。また、自衛消防訓

画

練及び自主防災訓練等

の

の訓練 また、市民によ

目

る自衛消防訓練及び自

標

主防災訓練が自粛され

を

、訓練実施
指導を通じ

考

市民の防火防災意識の

慮

高揚を図るとともに自

し

助・共助の強化に努め

て

ます。 件数は大幅に減

、

少してしまったが、文

部

書による指導を通じ、

の

市民に防火
・首都直下

目

型地震等の大規模災害

標

に対応するため、近隣

を

市の災害発生及び消防

達

部隊活動状況を常時把

成

握する消防指令 防災意

す

識の高揚を図ることに

る

努めた。
業務共同運用

た

を効果的に活用すると

め

ともに、我孫子市消防

の

本部受援計画に基づき

方

、千葉県消防広域応援

針

部隊及び緊急 ・市民の

を

安全安心な生活のため

記

に、我孫子市火災予防

入

査察規定に基づき
消防

)

援助隊等の受け入れ体

○

制の強化を図ります。

市

、立入検査を実施し、

民

違反是正については、

の

理解を得られるように

生

各防
・市民の救命率向

命

上のため、指導救命士

・

を中心とした救急救命

身

士及び救急隊員の教育

体

訓練体制を確保し、救

・

急用装備 火対象物に合

財

わせた交渉をするよう

産

に努めた。
及び資機材

を

の強化・充実を図ると

火

ともに医療機関との連

災

携を強化します。また

や

。市民を対象とした各

各

種救命講習会を ・我孫

種

子市消防職員不祥事防

災

止計画に基づく教育を

害

実施するとともに、
積

か

極的に開催し一時救命

ら

処置を行えるバイスタ

守

ンダーの育成に努めま

り

す。 服務規律の保持と

、

法令遵守に努めた。
・

災

市民の安全安心を確保

害

するため、危険性の高

の

い防火対象物等を重点

防

的に我孫子市予防査察

止

規程に基づいた立入検

や

査
を実施し、公表に該

被

当する重大な消防法令

害

違反を出さないように

の

徹底した違反是正に努

軽

めます。
・組織の強化

減

のため、職員へ各種専

に

門分野についての教育

努

を実施するとともに、

め

消防吏員としての規律

る

の保持と法令
遵守を強

た

化するための倫理教育

め

を実施し、職場環境の

、

質の向上に努めます。

次

３．課の目標を達成す

の

る上での課題と対応（

取

人員の配置、組織のあ

り

り方など）

・消防学校

組

等の外部機関での研修

み

を活用した教育には、

を

派遣人数や予算等に制

進

限が生じることから、

め

各職員の知識と
経験を

・

活かした研修等を常態

市

化し、署内での教育体

民

制を構築する必要があ

の

る。
・防火対象物等に

生

対する立入検査は、実

命

施可能件数に限界があ

、

り、重大な消防法令違

身

反を出さないためには

体

、更なる
追跡指導等が

、

必要となることから、

財

職員の育成及び増員と

産

共に効率的な実施方法

を

を構築する必要がある

守

。

４．原因分析・改善

る

策

（課長） （部長）
・

た

専門知識や技術を高め

め

るために職員研修を計

、

画的に実施していると

各

ころではあるが、組織

種

の強 ・消防学校等の研

災

修を活用して専門知識

害

を習得し、研修修了者

対

を中心とした職場内で

応

の研修を実
化のために

訓

は人員の適正配置等も

練

計画的に実施する必要

の

がある。また、継続的

ほ

に消防施設や装備 施す

か

ることで、職員全体の

に

強化を図っているとこ

、

ろであるが、今後は参

消

加する研修を取捨選択

 

し
の充実を図ることも

ま

重要である。 参加人員

す

等を精査することで、

。

より効果的な研修体制

防

を目指します。
・立入

業

検査をはじめとした予

務

防関係業務については

に

、新型コロナウィルス

係

感染症の拡大状況を踏

る

・立入検査に係る業務

研

の強化については、新

修

型コロナウィルス感染

へ

症の拡大状況を踏まえ

の

、予防
まえ、計画的に

参

事業に取り組む必要が

加

ある。 業務全体の業務

や

割合を再度検討してい

研

く必要がある。

５．課

修

の目標を達成するため

の

に取り組む事務事業

事

開

務事業名（個別事業）

催

重プ 施策 指標 単位 現況

を

値 目標値 実績値 達成率

促

(％) 評価該当 コード

し

1 団行事 重無 7020

、

3 消防団員及び新入団

消

員の資質の向上。 回 7

防

7 0 0 現状

2 火災予防

職

業務 重無 70201 火

員

災予防啓発活動の実施

の

件数 件 0 300 328

資

109.33 現状

3 救

質

急・救助業務 重３ 70

の

202 入電から現場到

向

着時間８.５分以内の

上

割合 ％ 62.1 100

・

58.3 58.3 現状

地

4 消防機械器具の維持

域

管理 重無 70201 適

の

正管理率（修繕等実施

安

件数/修繕等必要件数

全

） ％ 100 100 10

安

0 100 現状

5 消防水

心

利の維持管理 重無 70

を

201 点検により判明

確

した消防水利の使用可

固

能率＝使用可能消防水

た

利／ ％ 100 100 1

る

00 100 現状

6 災害

も

出動 重無 70201 ８

の

.５分以内で災害地点

と

まで到着し活動するこ

す

とができる。 ％ 46 1

る

00 69.4 69.4

た

現状

7 空き地の適正管

め

理指導 重無 70201

、

空き地の雑草処理率＝

消

該当地の雑草処理件数

防

/該当地件数 ％ 80 1

団

00 94.5 94.5

、

現状

8 消防立入検査業

女

務 重無 70201 立入

性

検査の実施率＝立入検

防

査実施件数/年間定期

火

査察計画数 ％ 100 1

ク

00 58.6 58.6

ラ

現状

9

10

ブ、幼年消防クラブ、自主防災組織やその他の に努め、組織の強化を図るも、新型コロナウィルス感染症拡大に伴い、
　外郭団体と連携し、更なる消防防災体制の強化に努めます。また、大地震や風水害などの自然災害を含む各種災害 訓練や研修が減少傾向となった。
　から市民の生命、身体及び財産を守るため、消防施設・装備等を計画的に整備し、消防・救急救助体制の充実・強 ・市民が安全安心な生活を送るため、防火対象物の立入検査を計画する
　化を図るため、消防審議会開催に向けた準備を進めます。 も、新型コロナウィルス感染症拡大に伴い、検査を見合わせたため、立
・柏市との消防指令業務共同運用では、広域的な消防・救急救助体制の強化を図り、市民生活の安全安心を確保促進 入検査件数が減少した。また、住宅用火災警報器の設置促進や自衛消防
　するため、緊急通報や各種災害への迅速な対応に努めます。また、令和２年度から千葉県北西部１０市による共同 訓練等の予防啓発活動についても減少した。
　指令業務が開始されることから、共同指令センター整備基本計画書（北西部ブロック第２期整備）に基づき、計画 ・救命率の向上のため、救急救命士及び救急隊員を育成するとともに、
　的に整備を進めます。なお、柏市との消防指令業務共同運用については


